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特許法（第１章　総　則） 実用新案法（第１章　総　則）

　特許法

〔昭和 34年４月 13日法律 121〕
〔最終改正　令和 3年 5月 21日法律第 42号〕

　第１章　総　則

（目的）
第１条　この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的と
する。

（定義）
第２条　この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術
的思想の創作のうち高度のものをいう。

２　この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明を
いう。

３　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為
をいう。

　一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつ
ては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しを
いい、その物がプログラム等である場合には、電気通信
回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸
入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下
同じ。）をする行為

　二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
　三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるも

ののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、
輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

４　この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計
算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができる
ように組み合わされたものをいう。以下この項において同
じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であ
つてプログラムに準ずるものをいう。

　実用新案法

〔昭和 34年４月 13日法律 123〕
〔最終改正　令和 3年 5月 21日法律第 42号〕

　第１章　総　則

（目的）
第１条　この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考
案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、
もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術
的思想の創作をいう。

２　この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受け
ている考案をいう。

３　この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品
を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは
輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸
渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。

第１条・第２条 第１条・第２条
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意匠法（第１章　総　則） 商標法（第１章　総　則）

　意匠法

〔昭和 34年４月 13日法律 125〕
〔最終改正　令和 3年 5月 21日法律第 42号〕

　第１章　総　則

（目的）
第１条　この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、
意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを
目的とする。

（定義等）
第２条　この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。
以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの
結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を
含む。以下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に
供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として
表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第２項、
第 37 条第２項、第 38 条第七号及び第八号、第 44 条の
３第２項第六号並びに第 55条第２項第六号を除き、以下
同じ。）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものを
いう。

３　この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意
匠をいう。

２　この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為
をいう。

　一　意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若
しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸
渡しのための展示を含む。以下同じ。）をする行為

一　意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若
しくは輸入（外国にある者が外国から日本国内に他人を
して持ち込ませる行為を含む。以下同じ。）又は譲渡若
しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含
む。以下同じ。）をする行為
　〔公布日（令和 3年 5月 21日）から 1年 6月内に施行〕

　二　意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し
又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

　三　意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプ
ログラム等（特許法（昭和 34 年法律第 121 号）第二
条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。）
を含む。以下この号において同じ。）について行う次の
いずれかに該当する行為

　　イ　意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通
じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含
む。以下同じ。）をする行為

　　ロ　意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機
器（以下「画像記録媒体等」という。）の譲渡、貸渡し、
輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出を
する行為

　商標法

〔昭和 34年４月 13日法律 127〕
〔最終改正　令和 3年 5月 21日法律第 42号〕

　第１章　総　則

（目的）
第１条　この法律は、商標を保護することにより、商標の使
用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発
達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的
とする。

（定義等）
第２条　この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識す
ることができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形
状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定める
もの（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるもの
をいう。

　一　業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がそ
の商品について使用をするもの

　二　業として役務を提供し、又は証明する者がその役務に
ついて使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

２　前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

５　この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商
標をいう。

３　この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為
をいう。

　一　商品又は商品の包装に標章を付する行為
　二　商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引

き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、
輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

　三　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供す
る物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に
標章を付する行為

　四　役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供す
る物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

　五　役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその
提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）
に標章を付したものを役務の提供のために展示する行
為

　六　役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の
提供に係る物に標章を付する行為

　七　電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知
覚によつて認識することができない方法をいう。次号及
び第 26 条第 3項第三号において同じ。）により行う映
像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を
表示して役務を提供する行為

　八　商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引
書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれ
らを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により
提供する行為

第１条・第２条 第１条・第２条


